
住環境まちづくり委員会 

 

住環境まちづくり委員会は西柴自治会区域において「西武金沢文庫建築協定」（以下建築協定：西柴団地

自治会ホームページからその内容を知ることができる）に基づき、建築条件が建築協定に沿っているか

どうかにつき、下記新築・増改築が建築協定に準じているかどうかの審査並びに土地の所有者の変更を

管理する委員会であります。 

 

1. 新築・増改築に関する手続き：建築主から提出された「建築物の（新築・増築・改築）に関する通知

書」（以下通知書）の要件が建築協定に準じているかどうか、について審査を行う。審査は通知書（別

紙：建築協定―第 2号様式）を表紙とし、行政に届ける建築確認書と同じものを 2通自治会事務所に

送付する。 

送付された建築確認書は自治会事務所到着後 1週間以内で審査し、建築主又は代理者に送り返される。

建築条件が建築協定に準じていない場合は通知書にコメントが記される。 

 

2. 土地の所有者等の変更に関する手続き：土地の所有者が変更される場合は予め土地の所有者等の変更

届（別紙：建築協定―第 1号様式）を自治会事務所に提出しなければならない。 

 

 


